
細　別 単位 数量 加減率 単価 金　額 摘　要

ア．公簿類 1筆個 1

ア．公簿
(コンピューター省庁)

1筆個 190

イ．地図類 1筆 188

ウ．図面類 1筆個 1

ウ．図面類
(測量図をコピーする場合)

1筆個 80

工．疎明書面 1件 1

（２）現地調査
事前調査 1件 25

５筆増すごと 1件 1

ア．多角測量 1点 50 ②筆界確認の加減率について

細部現況測量 1点 1

イ．復元測量 1点 35

イ．復元測量
　(2点目以降)

1点 35

ウ．画地調整 1区画 15

ウ．画地調整
　(加算１区画)

1区画 1
ウ作業難易度により40%以内の加
算又は50%以内の減算ができる

境界杭探索
(容易)

1点 90

境界杭探索
(困難)

1点 2

③立　　会
ア . 民 有 地

A．立会確認 1点 50 ③立会の加減率について

境 界
A．立会確認
(点数加算額)

1点 30

B．測距・探索 1点 1

B．測距・探索
(点数加算額)

1点 1

C．特殊作業 1点 1

C．特殊作業
(点数加算額)

1点 1

イ .公共用地
Aランク 1点 15

Bランク 1点 1

Cランク 1点 1

点数加算額 1点 20

別 紙 １

業 務 数 量

種　別

調

査

業

務

（１）資料調査

①事前調査

②筆界確認

ア.地域区分・作業難易度により
50%以内の加算又は50%以内の減
算ができる

イ.地域区分・作業の難易度により
50%以内の加算又は50%以内の減
算ができる

地域区分・作業の難易度により80%
以内の加算又は50%以内の減算が
できる



細　別 単位 数量 加減率 単価 金　額 摘　要

業 務 数 量

種　別

地積
100㎡以下

1件 16
(1）面積測量の加減率について

地積
200㎡以下

1件 12

土　地 地積
300㎡以下

1件 1

地積
400㎡以下

1件 1

地積
600㎡以下

1件 1

地積
800㎡以下

1件 0

地積
1,000㎡以下

1件 0

地積
2,000㎡以下

1件 0

地積
3,000㎡以下

1件 0

地積
4,000㎡以下

1件 0

地積
5,000㎡以下

1件 0

地積
5,000㎡超

1,000㎡ 0

ア．境界点測設 1点 1
(２）境界標設置の加減率について

ア．境界点測設
(2点目以降)

1点 1

イ．境界標埋設
　　　　　（コンクリート杭）

1点 1

イ．境界標埋設
　　　　　　　(金属標埋設)

1点 35

イ．境界標埋設
　　　(鉄鋼芯入りプラスチック杭埋設)

1点 1

イ．境界標埋設
　　　(刻印・鋲)

1点 1

ウ．引照点測量 1点 1

ウ．引照点測量
(基準点等利用)

1点 1

1筆 1筆 1

加算
1筆増すごと

1筆 0

分筆後の土地
2筆まで

1筆 2

加算
1筆増すごと

1筆 0

1筆 1筆 2

加算
1筆増すごと

1筆 0

合筆前の土地2筆まで 1筆 1

加算
1筆増すごと

1筆 0

1筆 1筆 1

加算
1筆増すごと

1筆 0

1筆 1筆 1

加算
1筆増すごと

1筆 0

1筆 1筆 1

加算
1筆増すごと

1筆 0

1筆 1筆 1

加算
1筆増すごと

1筆 0

1件 1筆 1

1筆 1筆 25

申

請

手

続

土地

　表示

　分筆

　地積の変更・更正

　合筆

地積測量図作成（表示）

測

量

業

務

（１） 面積測量

地域区分作業の難易度により
80%以内の加算又は50%以内の減
算ができる

（２） 境界標設置

ア・ウ.地域区分・作業難易度により
50%以内の加算又は50%以内の減
算ができる

イ.作業難易度により50%以内の加
算又は50%以内の減算ができる

　地目変更

滅失

　所有者更正

　所有者表示の変更･更正

現地調査費



細　別 単位 数量 加減率 単価 金　額 摘　要

業 務 数 量

種　別

1筆 1筆 1

加算
1筆増すごと

1筆 0

1筆 1筆 1

分属図面加算 1葉 1葉 1

1筆 1筆 1

1筆 1筆 1

加算
1筆増すごと

1筆 0

文案を要するもの 1通 15

文案を要しないもの 1通 25

謄抄本交付申請手続及び受領 1通 1

原本の複製（原本還付） 1通 1

調査報告書 1通 1

コンクリート杭 1本 1

金属標 1枚 30

プラスチック杭 1本 10

木杭 1本 1

測量鋲　№１ 1本 1

測量鋲　№７ 1本 1

消費税抜き価格

・単価と金額(各項目ごとの数量×単価)を記入して下さい。 　　消費税込み価格

・最後の欄に合計金額(契約希望金額)を記入して下さい。

・入札の際に入札書に添付して下さい。

契約希望額の見積りは、業務項目に加減率が設定されているものは、加減率1.0を乗じて見積もりして下さい。

(重要)実際の業務の精算は、摘要欄にある状況に応じて、発注者と受託者の協議により、加減率を決定します。

【附　則】

(1)この表に定めのない事項については発注者の同意を得て、実費日当を請求することができる。

①標石、材料費及びこれらの運搬費は実費とする。

②目的地まで往復20㎞を超える旅費については、別途実費を加算することができる。

(2)この表に定めのない事項については、この表中最も類似した事項と同一の単価によるものとする。

(3)この表により難い場合等については、別途定めることができる。

(4)この表に定める単価には消費税及び地方消費税相当分は含まれていない。

合 計 額 （ 契 約 希 望 金 額 ）

書類の作成

材　料　費

申

請

手

続

地積測量図作成（分筆）

地積測量図作成（地積更正）

所在図作成

地図訂正申出


